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事業所の統廃合・移転・閉鎖・縮小に伴う

パート職員の雇用問題に対処する「留意点」

　　　　　　　　　　　　　　　2002年10月10日　生協労連第350回中央執行委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　１．労働組合の真価が問われている 
　

全国の生協で事業所の統廃合・移転・閉鎖・縮小などが提案され、パート職員を中心とした雇用問題が発生しています。当該の労組は地連などの支援も受けながら、雇用を守るために奮闘中です。いま、雇用を守るためにあらゆる手だてと知恵を集めることが必要となっています。労働組合の存在意義、真価を発揮するときです。

●生協労連大会方針では雇用を守るたたかいについて以下のように提起しています。

＜事業所の閉鎖・統廃合、移転・縮小などの雇用にかかわる問題は、団体交渉で決する＞

①事業所の閉鎖・統廃合、移転・縮小などの提案や動きが発覚した場合は、ただちに団体交渉を申し入れましょう。

②労働組合として、閉鎖する理由と状況についての説明を求め、閉鎖の選択肢しかないのか、閉鎖を回避する方法がないのか、労使協議・団体交渉で明らかにしましょう。

③その上で、労働者の雇用を守ることに最大限の力を発揮する必要があります。正規・パート一体となったたたかいを推進しましょう。

＜雇用問題について、労働組合との事前協議制、同意協定の確立を＞

①事業所の統廃合や閉鎖にともなう一方的な解雇を許さず、パートの雇用確保をめざします。まず、理事会の雇用を守る決意を表明させましょう。

②生協の都合による解雇・契約打ち切りの問題について、「労働組合との事前協議」「労働組合と本人の同意なしに実施しない」というルール（協定化）を確立しましょう。

③事業所の統廃合・閉店にともなって事前同意が整い、やむを得ず退職となる場合でも、「退職金の保障」「予告手当・割増退職金の保障」「就職の斡旋」「他の事業所への優先雇用」の獲得をめざします。
◆　整理解雇の４要件とは　◆ 

1　企業が厳しい経営危機に陥っていて人員整理の必要性があること 

　　人員整理を行わなければ企業が倒産してしまう場合や、高度の経営上の困難により人員削減が要請される場合について人員整理の必要性があるとされています。 

　　人員整理を決めた後で、多数の採用や大幅な賃上げ等を行っている場合には、一般的に必要性がないと判断されます。 

２　解雇を回避するために相当な措置を講ずる努力をしたにもかかわらず解雇をする必要性があること 

　　解雇は最終的な手段であり、解雇を避けるための手段を十分に尽くす必要があります。具体的には、使用者が配置転換、出向、一時帰休、希望退職者の募集等の措置を実施せずに行う解雇は無効とされます。 

３　解雇される者の選定基準が客観的かつ合理的なものであって、その具体的適用も公平であること 

　　やむをえず解雇を行う場合、その対象者を選ぶ基準は客観的かつ合理的であり、公平に適用しなければなりません。勤続年数・勤務成績、再就職の可能性・家計への影響等を選定基準とすることがありますが、これらが客観的かつ合理的な基準に該当するかは具体的事情に応じ、個別に判断することになります。 

４　解雇に至る過程において労働者または労働組合と十分な協議が尽くされていること 

　　使用者は労働者又は労働組合に対し、整理解雇の必要性及びその内容（実施時期、方法、退職者に対する代償等）について誠意をもって説明し、十分な協議を行う必要があります。 

　　これらの要件は、一般に「整理解雇の４要件」と呼ばれ、この要件をすべて満たすことが整理解雇の正当性を判断する基準とされています。１つでも要件を欠いている場合の整理解雇は、解雇権の濫用と判断され、法的に無効とされています。

　２．経営の雇用責任が問われている 
　

先の第35回定期大会でも、これらの問題が分散会や全体発言でも数多く出されました。全体としては、理事会の側は上記で生協労連が提起しているような状況にはありません。経営の効率化を主な理由として、物流部門では多くの単協が全面委託化を考え、これまで働き続けてきたパート職員の雇用や将来の問題を考えていないのが現状です。きわめて冷酷ともいえる対応が目立ちます。

労組は、あらためて雇用責任を理事会に問うことがきわめて重要となっています。総合的かつ冷静な判断を理事会にさせること、その上で労働組合との事前協議、同意を前提とした問題の解決を迫っていくことが求められています。

　３．一人ひとりの要求をつかみ、具体化すること 
　

雇用問題をたたかう上で重要なことは、雇用を守るという一致点での団結を最大限はかりつつ、職場の一人ひとりの要求に丁寧に向き合い、その要求の実現に最大限応える努力をすることです。その上で理事会との交渉で誠実な回答を引き出すことに全力をあげる必要があります。理事会にはちきんと雇用を守るということを言明させることが重要です。具体的には条件闘争となりますが、該当の職場で不満や要望を要求にまとめて、労働組合全体の問題として、とりくみをすすめていきましょう。

　単独閉鎖に限らず、統廃合・移転・縮小など生協の事業の都合により、パート職員として働き続けることができなくなる場合は、すべて生協都合による退職として退職金の割増や、優先雇用の制度の確立、就職の斡旋等の手立てを確保しましょう。

●全員を対象とした説明会の実施を求めよう
「事業所が移転するらしい」「もう決まってみんな仕事がなくなるらしい」という噂から、事業所の移転や統廃合が知らされるケースが結構目立ちます。こうした事態には毅然と対応し、計画がどうなっているのか、理事会はどう対応しようとしているのか、チキンと説明を求めましょう。事態の正確な把握と共通の情報からたたかいがはじまります。

●雇用を確保するということを明確にさせよう
その上でまず、理事会に「全員の雇用を確保する」という立場に立たせることが決定的に重要です。そうした立場に立たせてこそ、以降の具体的な交渉や協議が可能となります。

●働き続けるための具体的な要求と実現させた事例
①通勤手段のバスの運行

②短時間の契約を長時間に変更する、又は長時間にして日数を減らす

③遠方に異動の場合、自宅に近い職場の空きがあれば戻す約束を確認する

④最終的には、委託化となった場合でも、雇用を継続させる措置を実現する。

　＊この場合は、もっと詳細な検討が必要となる。アウトソーシングの場合を参照。

●継続雇用のための具体的なとりくみ
①総代会や組合員にまだ明らかにできない場合も、労働組合への情報提供と雇用確保の手立てを取らせる。

②近隣の職場の採用情報を人事が一括して把握し、労使で雇用確保の最善の手立てをする

③また、継続雇用ということが確認された場合には、一時自宅待機で６０％の賃金を支給（店舗改装開店）、仮店舗の営業と拡大業務チームを組んでローテーション勤務する、などがある。

●職種の変更や異動後の働き方にもこだわり、不満・不利益を少しでも解消するとりくみを
事業所移転の場合は通勤できないといことが必ず起きます。当然、近くの事業所などへの異動が考えられますし、新たな仕事の発掘ということもあり得ます。いままでは、当然それまでの仕事で契約を更新してきたわけで、新たな職種に就くというのは当然抵抗があります。OJTやOFFJTなどの教育や教育期間の問題など、丁寧な対応を要求し、少しでも不満や不利益を解消することが求められます。

当然、本人が違う職種でも働き続けたいという要求があるときには、その要求に沿って労組が努力することは言うまでもありません。

●京都パート生協労組の教訓より
京都ではこの間、連続的に事業所の閉鎖などで雇用問題をたたかってきました。最初は、全員を雇用させるということでたたかいましたが、（善意で）退職に応ずる人ややむなく辞めざるを得ない人の条件については理事会に要求しませんでした。結果として通常の退職条件のまま、退職せざるを得ない人を生む結果となりました。そのご、退職金割増の要求をしていますが、労働組合が一人ひとりの要求をきちんとつかみ、具体化することの重要性を教えています。

　

●割増退職金の大幅な改善を求めよう

　

この間の生協都合による退職条件をまとめた一覧表（資料１）をみると、長年働いてきたパート職員が、わずか１ヶ月の退職金の割増であり、極めて不十分な額となっています。生協事業の都合による退職することがなければ、当然働き続けることができ収入も得られたのです。正規労働者の早期優遇退職制度等の退職金上乗せに比べて、いかに安く、また軽く扱われているのかを理事会に追及していくことが求められています。

１年の有期雇用の労働者が解雇される場合、次の契約までの賃金を要求することも当然の要求です。エフコープでは店舗閉鎖のたたかいで、次の契約更新までの賃金を要求し、これまでの1ヶ月分の感謝金に加え12万円の加算金を実現しています。

こうしたとりくみに学びつつ、一律要求として最低でも1年以上の上乗せを要求するなど、割増退職金の大幅改善を求めましょう。（地域の解雇闘争でたたかって、パート労働者でも100万円以上の退職金を勝ち取った事例もあります。）

●委託化・アウトソーシングの場合のとりくみ
　

物流センターの統廃合の場合、当初提案の多くが委託化（全面委託化を含めて）を伴っています。コープしがでは移転にともなって、全面委託化の提案となっています。

全面委託化を認める場合でも、当然のことながら全員の雇用確保（委託会社への雇用の継続）が前提です。さらに賃金・労働条件も引き継ぐことをめざさなければなりません。また、労働組合は引きつづき、生協労組の組合員の身分とし、活動を続けて労働条件の維持・向上をめざしましょう。

　４．直雇用だけでなく、関連や委託の労働者も視野に入れて 
前述したように、この問題では経営者としての雇用責任が問われます。同時に生協としての企業責任、社会的役割も問われる事態となります。直雇用の労働者だけでなく、委託や関連含めての雇用問題を含むからです。規模が大きければ大きいほど、地域の問題ともなります。この点で、委託元の労働組合としての生協労組の役割が重要です。とくに、委託先の労働者が組織されていない時は、そこの労働者の要求を組織しながらたたかいをすすめましょう。また、四国統一物流センター撤回のたたかいに見られるように、必要な場合には地連や労連、さらには県・地域労連の支援を要請することも必要です。

　生協労連は2002年度の方針で、生協のすべての職場（関連も含めて）にコンプライアンス（法令などの遵守：労働基準法、安全衛生法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、パート法など）の確立を求めることを提起しました。すべての労働者を視野にいれたとりくみをすすめましょう。

　

●先進的な事例も生まれています　－　かながわやしずおか、おかやまの事例　
①かながわの海老名工場閉鎖による雇用問題で、アルバイトを組織化して条件闘争で成果。

②しずおかのコープ水産への移籍のパート職員を労組員として継続し、関連会社の要求実現のとりくみをしています。

③おかやまではテナントの労働者の解雇問題が発生。関連一般労組を立ち上げ、ここに組織化して解雇撤回でたたかっています。

　５．働くルール確立へいっそうの大きなとりくみを 
リストラなどによる解雇は日本中で猛威を振るっています。経済のグローバル化と規制緩和のなかで、企業が簡単に労働者の首を切れる時代となっています。やはり、ヨーロッパなどに見られるように、解雇規制の法律の制定がどうしても必要です。

私たちは、パート労働者の均等待遇の実現、サービス残業の一掃などともに、解雇規制法の制定を求めて、「働くルール」署名に全力でとりくんできました。この1年間で、生協労連の組織人数の倍を上回る16万6千筆分を集約してきました。

労働者の雇用問題が深刻となり、国民の将来不安をいっそうかき立てています。また、このこと自体が日本経済の回復をさらに遅らせています。私たちが運動をこれまで以上に強化すれば、「働くルール」の確立の必要性、重要性が一気に社会的な世論、要求として登場する可能性が大きくなります。職場の雇用を守るとともに、「働くルール確立」へ向けて大きく足を踏みだしましょう。

以上

資料1　　パートの事業所都合退職（解雇）の退職に関する協定内容

（生協労連パート部会作成2002.9.26）

	単組名
	協定の時期
	協定内容

	わかやまパート
	2002年8月

小型店閉鎖により
	・事業所都合による退職金の割増1.5倍（3年以上勤務）

・異動先で3ヶ月以内に退職希望の場合も退職金1.5倍

・退職後3ヶ月以内に欠員があるときは優先雇用

・夏季一時金は支給日に在籍していなくても支給する

・アルバイトにも慰労金5,000円支給

	いずみパート
	2001年4月

閉鎖店舗に関する協定
	・他事業所の採用予定の一覧を提示し、閉店以前に優先的公募に

応じることができる。

・公募に際し、希望者には事業所の見学又は作業体験できる。

・事業所都合の退職金割増1.2倍

・異動後3ヶ月以内に退職を希望する場合は同じく退職金割増。

・閉鎖日時点で有休の未消化について、閉鎖日以降の取得を認め

る。

	いずみパート
	共同購入改革支所パートの退職に際し
	・自己都合退職金の2倍を支給する。

・その他は上記の事業所都合退職の協定どおり。

	かながわ


	協定化

適用は事業所の閉鎖・移転・縮小にともなう退職
	・1年以上勤務者に対して、自己都合退職金の1.2倍

・さらに基準内賃金の4週間分の解雇手当

・有給休暇の完全消化

・在職期間中の夏・冬の一時金支給。支給日に在職していなくて

も後日自動的に振込み。

・退職後4ヶ月以内に入職を希望する場合は、労働条件を引き継

ぎ優先雇用する。

・他の事業所に異動後1ヶ月以内に退職を希望する場合は、「業務

都合による解雇」を適用する。有休、退職金割増、優先雇用等。

	しずおか
	協定化
	・かながわと同様の協定

	ぐんま
	制度化
	・事業所閉鎖・縮小など生協都合で退職する場合、退職金規定の２割増で支給。

・退職後１年間、再雇用優先制度に名簿登録する。再雇用制度

	パルコープ
	制度化
	・定年退職と同様、事業所都合退職は1.3倍の退職金の割増。

・その他の制度は不明。

	ちば
	その都度協議
	・3年以上勤務者に退職金の他に特別支給として1ヶ月分支給。

・アルバイトは1年以上勤務者に0.1ヶ月支給。

・6ヶ月以内の優先雇用。

	東都定時
	制度化
	・事業所都合の退職金は自己都合退職金の1.2倍。

	よどがわ
	制度化は不明

2001年に協定
	・退職金とは別に1ヶ月賃金相当分とさらに寸志1万円を支給。

・アルバイトにもパートに準じて勤続年数・勤務時間を考慮して寸志を支給。

・他事業所に異動後1ヶ月以内に退職する場合は、生協都合退職

　と同様の処遇とする。・

	やまなし


	2001年に協定
	・自己都合退職金の1.2倍の割増退職金。

・その他1ヶ月分の賃金保障。

・有給休暇の完全消化を保障。

・アルバイトへの寸志。

	京都
	協定化
	・自己都合退職金（退職前３ヶ月の平均）に１ヶ月上乗せ。

　ただし、単独閉鎖に限る。

	エフコープ
	2001年10月

協定化

2002年9月

店舗閉鎖の協議により
	・事業所の移転又は閉鎖にともない退職するパートは「生協都合

　の退職」とし、退職慰労金に加えて１ヶ月の感謝金を支給。閉

　鎖日まで在籍を条件とする。異動後１ヶ月以内に退職する場合

　も同様とする。

・事業所閉鎖時点で残っている有給休暇を全日消化するものとし、

消化し終えた日を退職日とする。

・店舗閉鎖の協議により、退職慰労金と1ヶ月の感謝金に加えてさらに上乗せ12万円の支給で店舗閉鎖による退職者に支払われることになった。

	さいたま


	2001年10月

協定化
	・異動が伴う事業所の統廃合・移転・閉鎖・新設・縮小等が発生

　した場合、雇用継続することを最優先とする。

・就労希望するものには、異動先を検討する。

・退職を希望するものは、１ヶ月分の契約にもとづく賃金を支払　う。

・上記２項目は、労働組合に申入れた日から適用するものとする。

・異動後１ヶ月以内に退職の場合も１ヶ月の賃金を支払う。


